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2.住まいはどのように社会保障の課題となって
いるか
3.住まいはなぜ・どのように社会保障の課題と
なっていなかったか
4．「容認」される住宅手当？
5．論点整理——社会保障化の困難
6．総括と展望
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参考1．前史と政策過程研究の必要性

①社会保障に関する政策過程前史（小野 2022: 124-125）
（a）社会保障審議会廃止→経済財政諮問会議→骨太の方針
（b）経済財政諮問会議：内閣の重要政策の企画立案と総合調整
⇔（c）社会保障国民会議以降：政権・党派を超えた方向性の提示

②住宅手当制度化の声はどこから聞こえてきているか？
（a）内閣府：全世代型社会保障検討会議→構築会議
（b）厚生労働省：5年に1度、生困と生保は見直し
（c）国土交通省：沈黙？

＊この20年の政治主導の潮流の下で、住まいが社会保障の課題になった政
策過程的文脈の研究が必要
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補論．「偶然の一致か運命の合致はたまた…」
「制度審の1950年勧告に向けた…議論は、社会保障に住宅政策や義務教育も含めるか、
社会保険と公的扶助に限るか、社会福祉と公衆衛生を加えた4本立てとするかが俎上に
上った。4本立てが有力となったとされるが、理由は明確ではない。」（小野 2022: 
134）

「ウィレンスキーは、「住宅供給に対して直接に影響を与える財政・金融をはじめとする一
連の複合的な諸施策」…ゆえに、OECD諸国の比較にハウジングを組み入れるのはむず
かしすぎると主張したが、あまり説得力がない…1990年代以降に登場した、福祉国家の
「類型」や「レジーム」に関する新しい世代の研究をみても、ハウジングは、せいぜい周縁
的な変数として用いられるにすぎない…現代の民主主義における公共政策の性質につい
て書かれたここ数十年でもっとも著名な書物…エスピン＝アンデルセンの『福祉資本主義
の三つの世界』…においても、「ハウジング」の語はほとんど登場せず、索引にも載ってい
ない。」（Lowe 2011=2017: 6）

「ここで提案しようとしているのは非常に単純なことである…支配的だった社会政策の概
念は…狭すぎるものとなっているので…広げて考える必要がある、ということである。」（武
川 1985=1999: 1）
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2．住まいはどのように社会保障の課題となっているか
①政策課題として浮上する住まい
（a）220517全世代型社会保障構築会議・議論の中間整理（内閣府）s6
（b）220607骨太方針2022（内閣府）s7-s8
（c）221114社会保障審議会（生活困窮者自立支援及び生活保護部会・
中間まとめ）（厚労省）：年内にとりまとめ予定s9-s10
↓
②現時点での評価と課題
（a）骨太方針に住まいが地域共生社会との関連で明記（二木 2022a）
＊2001年の開始以来、2007年以降に住まい関連の記述が散見：要整理
（b）セクションは違えど（二木 2022b）、事務局提案に住宅手当なし
→医療・福祉との一体化か（老健局）、困窮対策か（社会・援護局）
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参考2．全世代型社会保障構築会議・中間整理
〇５．「地域共生社会」づくり
「今般の新型コロナ禍においては、住居確保給付金へのニーズを
はじめ、「住まい」の課題が顕在化した。まずは、こうした足元の課
題への対応を検討していくとともに、将来、独居の困窮者・高齢者
等の増加が見込まれる中にあって、住まいをいかに確保するかは老
齢期を含む生活の維持にとっても大きな課題となるため、制度的な
対応も含め検討していくことが求められる。／年齢層や属性など
ニーズの実態を踏まえた上で、住まいの確保の支援のみならず、ＩＣ
Ｔも活用しつつ、地域とつながる居住環境や見守り・相談支援の提
供も含めた検討が必要である。／合わせて、住宅の質の確保や既
存の各制度の関係の整理も含め、議論を深めるとともに、空き地・
空き家の活用やまちづくり、災害リスクを踏まえた防災の視点から
各地方自治体において地域の実情に応じた対応を検討することが
望まれる。」
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参考3．骨太の方針2022

〇第２章 新しい資本主義に向けた改革
（２）包摂社会の実現（孤独・孤立対策）
「「孤独・孤立対策の重点計画」の施策を着実に推進するとともに、
さらに全省庁の協力による取組を進める。実態調査結果を踏まえた
施策の重点化と「予防」の観点からの施策の充実を図り、重点計画
に適切に反映する。いわゆる「社会的処方」の活用、ワンストップの
相談窓口の本格実施に向けた環境整備、食・住など日常生活での
孤独・孤立の軽減、ひきこもり支援に資する支援策の充実とともに、
アウトリーチ型のアプローチや同世代・同性の対応促進のための取
組を推進し、確実に支援を届ける方策を講ずる。」
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参考3．骨太の方針2022②

〇第４章 中長期の経済財政運営
２． 持続可能な社会保障制度の構築（全世代型社会保障の構築）
「また、独居の困窮者・高齢者等に対する相談支援や医療・介護・
住まいの一体的な検討・改革等地域共生社会づくりに取り組む。」
３． 生産性を高め経済社会を支える社会資本整備
「災害リスクや人口動態の変化を見据えた立地適正化を促進する
とともに、建築・都市のＤＸ等を活用しつつ都市再生を促進し、公園
の利活用等による人間中心のまちづくりを実現する。質の高い住宅
等の流通等を図るため、ＩｏＴ住宅の普及や不動産情報の活用等の
取組を総合的に進める。」
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参考4．生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直し（中間まとめ）（案）

５．居住支援のあり方
（1）生活困窮者への居住支援
① 生活困窮者一時生活支援事業等
「社会構造の変化により今後も単身世帯が増加することが見込まれる中で、
住まいや地域での暮らしに課題を抱える独居の生活困窮者や高齢者の一層
の増加が懸念されている。そのため、住宅の確保から日常生活の支援、そし
て地域における居場所の確保までの一連の支援の重要性がより一層増して
おり、こうした変化に対応できる居住支援のあり方についての検討が必要と
いう意見があった。」「住まいに課題を抱える生活困窮者は、特に地域社会
から孤立した状態にある傾向が強いことや、地域共生社会の推進、円滑な住
まいと居場所の確保等の観点も踏まえると、生活困窮者の住まいの見守り支
援等を行う地域居住支援事業の実施を推進していくことも重要である。」
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参考4．生困及び生保見直し（中間まとめ）（案）②

② 生活困窮者住居確保給付金
「新型コロナウイルス感染症感染拡大の経済活動への影響下において講じら
れてきた特例措置等については、本来の制度目的との整合性やその効果等
も踏まえつつ、そのあり方について検討していくことが必要である。その際、例
えば、職業訓練受講給付金との併給や自治体の公的な無料職業紹介窓口へ
の求職申込みの取扱いについては、円滑な就労への移行や自立を促進する
観点から恒久化に向けて検討を進めていくことが必要である。そのほか、自
営業者等である場合の公共職業安定所（ハローワーク）への求職活動要件
のあり方や、支給対象者の「離職・廃業後２年以内の者」という要件、児童扶
養手当等の特定の使途・目的のためになされる給付の収入算定要件、再支
給のあり方についても、引き続き検討を進めていくことが必要である。」
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3.住まいはなぜ・どのように社会保障の課題となっていなかったか

＊住宅研究への社会学の貢献可能性
→問いの立て方の検証、しくみへの着目

〇戦後日本の生活保障と2つのコミュニティ
①企業…終身雇用、年功序列、企業内組合と結びついた企業内福
利／若年層にとっての社宅、中壮年にとっての住宅ローン
②地域…若年労働者の住み込み、町内会・近隣ネットワーク、住宅
部面におけるくいつぶし型経営
⇔③「政治」の役割の限定…企業の成長を促すための産業基盤整
備、農村・過疎化対策としての農業／商店街保護・公共事業対策、
減税
cf．国民所得倍増計画（1960）：減税、社会保障、公共事業 11



3.②成功ゆえの停滞・反転1——「もはや昭和ではない」
①日本型福祉社会論＝雇用・家族・持家の「幸福な結婚」（幸福なシェ
アハウス？）の到達点としての「家族は福祉の含み資産」（1978年『厚
生白書』）

②2つのコミュニティの困難
（a）雇用の変動…非正規化、家計自立型非正規増加、中核的労働者層
を中心とした企業内福祉再編
（b）地域社会の変動…地付き自営業の衰退、未婚化・晩婚化・高齢化・
単身化、格差社会化と都市分極化

③「住まい」の分節化と可視化
（a）多数派の持家と、少数の賃貸と少数の施設
⇔（b）住宅提供、居住水準保障、所得保障、見守り、ケア提供の分節化12



3.③社会統合の揺らぎと財源確保
①戦後日本の生活保障を「実現」させてきた下部構造の変容
⇔経済成長・予算拡大・人口増加を前提としない政治

②社会保険を中心とした社会保障と土建国家という生活保障
（a）社会手当の未整備…児童手当（1972年～）、住宅手当（2009年～）
（b）財源確保の困難…一般消費税導入失敗（1979年）・売上税法案断念
（1987年）

③増税忌避をどのように理解するか
• 仕切られた生活保障と格差・貧困の拡大の掛け算…地域差・階層格差
⇔納得の困難…受益と負担が見えやすい北欧諸国とは対照的
cf.連帯の困難…カテゴリへの分断とセーフティネットの技術化（平山
2017） 13



3.④民主党政権から自民党政権へ
①国民所得倍増計画からのテイクオフ
（a）減税⇔消費税増税…三党合意→税と社会保障の一体改革（2012年）
（b）社会保障＝社会保険中心主義⇔社会手当拡充の頓挫…子ども手当の児童手
当化（2012年）、住宅手当の恒常化模索（日本住宅総合センター 2012）
（b）公共事業＝土建国家⇔公共事業縮小、地方創生
cf.選挙対策（機動的財政政策、国土強靭化計画）

②社会保障をめぐる課題
（a）「平等」概念の組み換え困難／財源確保の困難…さらなる増税への消極性
（安倍、菅、岸田）
（b）多様化するニーズと動員…生活困窮者自立支援法（2013年）、改正社会福
祉法（2017年～）、「子どもの貧困対策のプラットフォームとしての学校」
→インフォーマルに支え合う仕組みが機能しなくなったからといって、フォーマルに
支え合う仕組みへの合意ができるわけではない
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参考5．政治の役割の拡大の困難

〇三党合意＝税と社会保障の一体改革
→安倍政権の下での2度の消費税延期
（a）自民党にとってのトラウマとしての消費税
（b）野党共闘路線＝リベラル・左派同盟にとってのくびきとしての
消費税
（c）大衆運動（平和運動＞生活保障運動）の力と構想の弱さ
→消費税を上げることに消極的⇔階級的・階層的に所得再分配効
果を上げる対案の弱さ
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4．「容認」される住宅手当？

①どのような条件で住宅手当が議論されているか
（a）コロナ禍での要件緩和の恒常化：生困及び生保見直し中間まとめ
s9-s10
⇔（b）誰に対して・どのように、という議論はいまだ不明確（？）

②問いの立て方を整理する必要性
（a）住宅手当がどういうコンテキストの下で「問題」となったか？s17
（b）コンテキストの下で、どのような選択肢が提示——「容認」される住
宅手当は何か？——されているのか？S18-s19
（c）これらを社会政策研究から整理する必要性s23
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4．②起源の忘却——ファウストの「二つの魂」？
〇「生活困窮者自立支援から地域共生へ」（唐木ほか 2022）より
「困窮制度は先駆的だったがゆえに、地域共生社会という上位ビジョンを生み、住
宅セーフティネット制度のようなスピンアウトもすすみました。また、生活保護とは別
立てに住居確保給付金を設けたことで、コロナ禍で深刻化した生活困難の一部に
対処できました。」（宮本太郎、pp59／下線部は筆者）
①改正住宅セーフティネット法は生困のスピンアウトか？
②困窮者支援のグッドプラクティスを制度化した生困になぜ住宅手当が必置事業
として組み込まれたのか？
cf.「困窮制度は、全国各地でのさまざまな実践を法律上に位置づけ、恒久的な財
源を確保した事業として取り組みやすくするというかたちでできあがっています。」
（唐木啓介、pp57）
→なぜいま、住宅手当が問題になるのか？
＝リーマンショックの対策として、コロナ禍の下で問題にならざるを得なかったこと
を、例外対応と制度化の緊張関係から、今こそ統合的に捉える必要があるのではな
いか？
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4．③新しい貧困の象徴・発露としてのリーマンショック
①リーマンショック cf.住宅手当の経緯s27-s28
（a）住宅手当緊急特別措置事業（2009年～）
（b）ワンストップサービス・パーソナルサポートサービス（岩永ほか 2018: 202）
→②生活困窮者自立支援法（2013年～）は、リーマンショックへの対応を起源とし
て、別制度であったものを、統合しなおしたのではないか？

③改正住宅セーフティネット法
（a）増えている空き家を、増えている（？）生活困窮者に提供すれば、一挙両得
（b）入居を拒否しない住宅を登録してもらい、マッチングするから、居住支援せよ
→つまり実際には、（居住）支援と家賃補助（と建設費補助）という意味で、生困と
の重複がある
←住宅手当は供給側に提供される選択肢もあるはずだが（佐藤 2021）、現行で
想定されているのはごく狭い範囲 18



4．④所得保障の観点から

〇「容認」される住宅手当の諸条件
（a）財政の効率性と実現可能性：住宅手当導入＞基礎年
金引き上げ
・橋本岳衆議院厚生労働委員会委員長（当時）「家賃や医
療費だけでも支援すれば、少ない収入でも生活は成り立つ
し、生活保護を増やすより、マクロ的にはコストも下がる」
（日経ビジネス 2022）
・高齢者の見守り機能のあるみなし公営＋住宅手当という
構想（日経 2022）
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4．⑤地域資源の観点から
「中低所得層の高齢者が地域において安心
して暮らせるようにするため…地域の実情に
応じ、介護施設等はもとより、空家等の有効
活用により、新たな住まいの確保を図ること
も重要である」（社会保障制度改革国民会
議 2013:29）

「重要性を増すのが、家賃補助である住宅手当だ。その際、高齢者や低所得者、社会的
孤立のリスクを抱えた人々が、地域と「つながり」ながら暮らしていくことが重要となる。
このため、たんに家賃を補助する機能だけでなく、「どこの地域のどのような住宅に住む
か」を保障する機能が重視される。その場合、街なかの空き家や空き地が有望な選択肢
となる。」（山﨑 2018）
→コンパクトシティを進める中で、医療と介護の一体的支援のために、空き家を活用し、
そこに住む高齢者に住宅手当
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参考6．道具的な住宅政策観

①空き家を使って欲しい住宅産業と使えるかよく分からない空き家
②住まいに関心はあるが、居住水準保障や入居拒否には関心がな
い
「住まいはとても重要で、年金をはじめとした現金給付の世界、地
域包括ケアの世界、人口減少社会でのまちづくりの世界などでも、
住宅政策は社会保障問題のブレークスルーになり得る政策として
期待できる。」（権丈善一、宮本ほか 2018a: 82）
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5．論点整理0——論点整理の論点整理
＊なぜ論点整理をする必要があるか？
①「日本は民主主義なのだから、住宅手当を支持・容認する政治家および政
党が多数派を形成すれば、あとはやるだけだ」という政治主義的理解s23
→間違ってはないが、誰が・どのように・誰にやるかを決めないといけない
②「だったら、社会政策研究の観点から、目的・手法・財源を整理できれば、
あとはやるだけだ」というある種の官僚的立場s24
→間違ってはないが、整理するにしても、法的理念から整理しないと、どう整
理すればよいかが分からない
③「だったら、法的理念から整理できれば、政策の論点も整理できて、あとは
やるだけだ」というある種の先走りs25
→間違ってはないが、法ができたからといって、それが機能するかどうかは、
市場と民主主義の双方の支持がないと作動しない

22



5．論点整理1——民主主義と担い手
＊「運動が弱いから実現しない」のではない：経路依存の影響と認識の力

①政治判断――究極的には国家像および民主主義観の選択であること
（a）イデオロギーとhousing regimeの連関（Kemeny 1995）
（b）規制緩和された透明性のある市場か、当事者の合意による政策運営か
（佐藤 1999）
（c）経路依存と断絶＝質的転換への世論…新自由主義、コロナ禍

②誰が担うのか――２つのセクショナリズム
（a）国土交通省―厚生労働省（大本 1991）
（b）厚労省内部：老健局（介護保険）―社会・援護局（生活困窮）（二木
2022b） 23



5．論点整理2——社会政策研究による整理
①セクショナリズムと対象・目的・手法・財源の結びつき
（a）住居確保給付金は社援局⇔2000年代までは建設省・国交省が議論
日本住宅総合センター，2012，『欧米主要国における家賃補助制度および公共住
宅制度等に関する調査研究』．
国立社会保障・人口問題研究所編，2021，『日本の居住保障――定量分析と国
際比較から考える』慶應義塾大学出版会．
（b）公営住宅は国交省住宅局・税財源
（c）地域共生社会は、医療・介護を必要とする高齢者（老健局・保険財源）やひき
こもりの方（社援局・税財源）などを対象

②財源、供給・管理の担い手、対象の構想⇔普遍主義の困難
（a）住宅手当：雇用保険財源（求職者支援制度）から税財源（生困）へ変遷
（b）フランスの居住保障予算の一部は社会保険
（c）医療法人・社会福祉法人による住宅供給の可能性（？） 24



5．論点整理3——統合的理念としての居住保障
＊「居住保障なき居住支援の強調」（221105住研集会）？
→所得保障、居住水準保障、差別禁止の必要性：次スライド

①実現されなかった住居法（堀内 2021）の現代的刻印
（a）最低住居水準、家賃規制、立ち退き規制、社会住宅、住宅手当…という
住宅政策の展開の形態と理念による統御・総括
（b）住居費負担と居住水準（規模水準・設備水準）の目安・連関
→規制とセットになった給付である必要性

②現代的問題への対応
（a）入居拒否を規制しない住宅を登録するという改正住宅セーフティネット
法
（b）入居拒否の規制と入居支援の同時的実効の必要性

25



参考5．住まいの権利の国際基準と日本の現状
①国連：適切な居住の権利
UN，1991，General Comment No. 4: The Right to Adequate 
Housing (Art. 11 (1) of the Covenant)． Committee on 
Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)．
https://www.refworld.org/docid/47a7079a1.html
（a）借家権の法的保護、（b）サービス・物質・施設・インフラの利用可能性、
（c）アフォーダビリティ、（d）居住可能性、（e）アクセシビリティ、（f）立地、
（g）文化的適切さ

②住生活基本法は居住権に基づいていない
⇔日本には居住権を明文化した法律はない（鈴木 1996;塩崎ほか
2018）

26
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5．論点整理4——価値を実現する構造
①くいつぶし型経営（森本 1976）と家主焼け太り論（住田 2003）の意義
→長期的展望の欠落ゆえストックがpoor≒ストックの社会的性質を軽視／政
策的介入の困難
＝短期的な自己責任のおしつけが、かえって長期的な持続可能性を阻害

②民間借家の供給・管理構造における脱人格化・産業化・機能分化
• 経営合理性をもつ組織経営は、政策的介入の可能性を高める（？）

③「社会」の構造——公平性と持続可能性
• 公営住宅の再評価…受け皿、医療・介護費用節約、長期的投資
• 誰と誰の公平性なのか…持家居住者、公営住宅居住者、民間借家居住者

27



参考6．日本における住宅手当の変遷
①出発点における特徴——欧米との違い
（a）導入された時期の違い：60～70年代―2009年
（b）ロジックの違い：量的不足から質的不足へ―リーマンショックの緊急対
策
（c）位置づけの違い：住宅政策―求職者支援制度（→のち生困の必須事業
化）

②コロナ禍における要件拡大：次スライド
③生困及び生保中間まとめ：s9-s10
• 要件緩和は維持⇔住宅手当とは言い難い

時系列 事務連絡等（コロナ禍における制度の時系列まとめ）
https://minna-tunagaru.jp/mhlw/covid19/time/
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参考7．住居確保給付金の対象要件（現在）
（1）主たる生計維持者が①離職・廃業後2年以内である場合もしくは②個人
の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少し
ている場合
（２）直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額
の1/12（以下「基準額」という。）と、家賃（但し、上限あり）の合計額を超え
ていないこと
（3）現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額（基準額の６月分。
ただし、100万円を超えない額）を超えていないこと
（4）求職活動要件として
①の場合：ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行
うこと
・ハローワークへの求職申込、職業相談（月１回）／・企業への応募、面接
（月１回）
②の場合：誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
・生活再建への支援プランに沿った活動（家計の改善、職業訓練等）

29



6．総括と展望——総括

• 住まいはどのように社会保障の課題となったか？
→中期的にはリーマンショック以降、社会保障の課題となるべき
社会構造の転換および社会問題の可視化への「対応」が迫られ
ているから
←他方、戦後日本の生活保障の刻印が、その維持の困難にもか
かわらず／そのゆえに、社会保障化の実現へのハードルになって
いるからこそ「課題」にとどまっている
＊このような状況は、特殊日本的状況としてのみならず（かけぶと
ん）、同時代的・国際的普遍性（しきぶとん）として理解する必要
性

30



6．②さとうの『最高の人生の見つけ方』
＊原題：「日本住宅会議会員の当面の任務」

①短期的課題——住宅手当制度化のマルクス主義的分析
（a）民間借家市場における供給・管理の実態と構造の解明
（b）リーマンショック以降の住宅手当、パーソナルサポートサービ
ス、生活困窮者自立支援法、改正住宅セーフティネット法の政策
過程的総括

②死ぬまでの課題——支配と運動の総括としての統合
（a）居住保障論の教科書を書くこと
（b）日本居住保障史の通史を書くこと
（c）日本住宅会議をなくさないこと 31
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